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物 件 説 明 書 
 

  

物件番号 －  予定価格    １３５，０００，０００円 

区分 所  在  地 家屋番号 地目、又は種類・構造 数   量 備考 

土地 

 

山口市湯田温泉 3丁目 1216－5 

山口市湯田温泉 3丁目 1216－8 

山口市湯田温泉 3丁目 1226－4 

山口市湯田温泉 3丁目 1227－3 

山口市湯田温泉 3丁目 1227－10 

山口市湯田温泉 3丁目 1227－14 

山口市湯田温泉 3丁目 1227－15 

  

－  

 

宅地 

鉱泉地 

宅地 

宅地 

宅地 

宅地 

宅地  

 

1,385.03㎡ 

0.66㎡ 

29.94㎡ 

1,718.24㎡ 

8.99㎡ 

46.64㎡ 

32.62㎡ 

計3,222.12㎡ 

(974.69坪) 

実測 
面積 

土 地 の 形 状 ・間口約17ｍ、奥行約45ｍのほぼ長方形の画地です。 

接面道路の幅員等 

下記三方面で等高に接道しています。 

・北西：建築基準法 42条 1項 1号道路（約 12ｍ幅 舗装） 

・南西：建築基準法 42条 2項道路（約 4ｍ幅 舗装） 

・南東：建築基準法42条2項道路（約3.8ｍ幅 舗装） 
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都市計画区域 山口都市計画区域 区域区分 非線引 

用途地域 商業区域 地域地区 － 

建ぺい率 80％(指定) 容 積 率 400％(指定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【翠山荘の所有関係について】 

  建物及び附属物：県 

土地：地方職員共済組合（以下、共済組合という。） 

・準防火地域 

・山口市景観計画区域（一般地域） 

・平成31年4月1日の「山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画」の

公表に伴い、計画に定める住宅及び誘導施設について、届出対象となる行為を行う場

合は、市への届出が必要です。 

※詳細は山口市都市整備部都市計画課(TEL:083-934-2831)にお問い合わせください。 

・道路斜線、隣地斜線 

・1227番3西側の一部は雨水溝が設置されています。承諾書により承諾しています。維

持管理については山口市が行い土地の使用料は無償供与となります。 

※詳細は山口市上下水道局下水道整備課(TEL:083-933-6693)にお問い合わせください。 

・土地南西・南東で建築基準法42条2項道路に接道しており、セットバックが必要とな

ります。この場合、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。 

※詳細は山口市総務部資産税課(TEL:083-934-2737)にお問い合わせください。 

・河川保全区域（河川用地との境界から10ｍ） 

 土地の掘削、切土、盛土、工作物の新改築等を行う場合は、県の許可が必要です。 

 ※詳細は山口県防府土木建築事務所山口支所維持管理第二課(TEL:083-922-2797)にお問

い合わせください。 

・1226番4西側の一部は水路及び道路として利用されています。 

・1226番4、1227番14は、協定により、隣接地権者へ通行地役権が設定されています。当

該協定の引き継ぎが土地購入の条件となりますので、ご留意ください。 

tel:083-922-2797)にお問い合
tel:083-922-2797)にお問い合
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そ の 他 

 

・1227番3南東側の雨水を排水する際、民地水路を経由しています（水路の利用に関す

る覚書有り）。 

土地購入者へ、当該水路利用に係る覚書の権利を引き継ぎます。 

・1226番4の水路は、雨水を排水するため一般県道宮野大歳線の水路へ接続しており、 

 道路法の山口県道路占用料徴収条例による占用料（100円／年度）の支払いが必要で 

す。 

※詳細は山口県防府土木建築事務所山口支所維持管理第二課(TEL:083-922-2797)にお問

い合わせください。 

・1216番5、1227番3は、駐車場の雨水排水の一部について、二級河川椹野川水系錦川へ

放流しており、河川法の山口県河川流水占用料等徴収条例による占用料（760円／年

度）の支払いが必要です。 

・隣接する1216番-12（境界及び外回りのフェンス基礎外側から0.9ｍ）は赤線です。令

和5年12月に翠山荘敷地内の赤線（1227番-15）を用途廃止し、当該敷地を山口市に対

し道路敷地として寄附したものです。フェンスは地元町内会での管理となります。 

 

※法令等の制限については、申込者の責任において再度調査をお願いします。 

私道の負担等に関する事項 負担等の有無  有（通行・通水を目的とした地役権設定、費用負担なし） 

施設整備状況 

施 設 名 事  業  所  名 電話番号 配管等の状況 

上 水 道 山口市上下水道局 給水課 083-933-6669 
給水装置所有権移転等

の手続きが必要となりま
す。また、引込にあたっ
ては、費用等が必要とな
る場合があります。 
詳細については、左記事
業者へお問い合わせくだ
さい。 

下 水 道 山口市上下水道局 下水道整備課 083-933-6692 

都市ガス 山口合同ガス(株) 山口支店 083-922-7500 

電 気 中国電力 山口統括セールスセンター 0120-612-530 

 

近隣地域 

 交通条件 

 (道路距離) 

  

 

道路条件 

 自然条件等 

 地域的特性 

 

・ＪＲ山陽本線「湯田温泉」駅まで     約950m 

・「湯田温泉」バス停まで         約220m 

・山口市役所まで             約2.3km 

・山口中央郵便局まで           約1.9km 

・山口市立湯田小学校まで         約450m 

・幅員約12mの舗装道路であり、系統及び連続性は普通です。 

・地勢は概ね平坦であり、日照、通風等は普通です。 

・湯田温泉街(県道)の背後に位置し、周辺には店舗、駐車場等が見られる商業地域を形

成しています。 

 

備   考 

 

 

 

 

・地方職員共済組合湯田保養所敷地として、令和３年３月まで使用していました。 
 

・土壌汚染、地下埋設物、地盤及びシロアリに関する調査は実施していません。 
 

・山口市ハザードマップにおいて、浸水の深さ0.5～3.0m未満の区域に該当しています。 

・当該地内に存する電柱２本については現況のまま引き渡します。（共済組合はこれら

の所有者との移設等に係る交渉、費用負担は行いません。） 
 

・駐車場敷地内に存するＥＶ充電器を設置していたコンクリート基礎２箇所と電源配

線については、現状のまま引き渡します。 

・西側市道境界付近に存する狐のモニュメントについては、現況のままお渡しします。 

・西側市道境界付近に存する地名表示柱は、山口市の所有物です。現況のままお渡しし

ますので、移設等に係る交渉については、山口市観光交流課と行ってください。 

 

  

tel:083-922-2797)にお問い合
tel:083-922-2797)にお問い合
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物件番号 － 
山口市湯田温泉 3 丁目 1216－5、1216－8、1226－4、1227－3、

1227－10、1227－14、1227－15 

案内図及び現況写真 
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物件番号 － 

測量図等資料 
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物件番号 － 

測量図等資料 
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物件番号 － 

測量図等資料 
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物件番号 － 

測量図等資料 
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物件番号 － 

測量図等資料 
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物件番号 － 

測量図等資料 

 

 


